京都市左京区総合庁舎 植栽管理仕様書































京都市左京区役所地域力推進室

令和８年１月現在
１　総説
1 　この仕様書は、京都市左京区総合庁舎の植栽管理業務の実施について　必要なことを定めることを目的とする。
2 　この仕様書に基づく植栽管理業務の期間は、契約書における期間とする。但し、年末年始(１２月２９日～翌１月３日)は業務を必要としない。
3 　庁舎の植栽管理業務の実施者は、常に善良なる管理者としての細心の注意と誠意を持って、庁舎の植栽管理業務を遂行するものとし、併せて管理物件の美観維持に努めるものとする。
4 　業務の遂行に当たっては、規律について万全を期するとともに、経験豊かな責任者を配置し、当該業務の指揮監督に当たらせるものとする。
5 　植栽管理業務の実施者は、当該業務に従事する従事者に対して、基本的人権について正しい認識を持ち業務を遂行するよう、適切な研修を実施するものとする。

２　業務の実施体制
⑴　人員
ア　責任者: １名
庁舎の植栽管理業務の全般を総括し、発注者の指示、連絡を忠実に守り、他の植栽管理業務従事者との連絡、協調を図り、植栽管理業務についての総指揮をとる。
イ　植栽管理業務員: 適正人員の配置
この仕様書に定める植栽管理業務の遂行に必要な人員は、当該業務の内容により変動することが考えられるので、業務の内容に応じて適正な人員を配置する。
⑵　業務時間
ア　この仕様書に定める植栽管理業務の実施は、当該業務の実施を必要としない日並びに別に定めるものを除き、午前９時から午後５時までの間に行うものとする。
イ　前記に定める時間外に植栽管理業務を実施する必要がある場合は、事前に発注者に連絡し、承認を受けるものとする。






３　管理対象樹木
	名称

	シラカシ

	ホワイトラブ

	シマトネリコ株立

	ハナミズキ

	アラカシ生垣

	ヒラドツツジ

	シャリンバイ

	低木混植

	地被類混植

	芝



対象は別添「植栽管理図面」のとおり。ただし、現状と異なる場合は現状を優先することとする。

４　業務の内容
⑴　剪定作業
　　　樹種毎に美観、実用、生理上に大別してそれぞれの機能にあった整枝・剪定を行い、枯れ枝・逆行枝・徒長枝等樹木の生育上に良くないものは切り取る。
⑵　施肥作業
植木根元を中耕または施肥を行い、化学肥料N.P.Kまたは同等以上のも　のを使用して、適切な時期(２月頃)に実施する。
⑶　消毒作業
害虫の大きさ・種類により薬剤の調合薬剤を変え、また、薬剤・展着剤の使用内容を事前に説明、使用する。また、風の強い日・雨の後・日差しの強い日などなるべく避け、立ち入り禁止処置、立て看板などを設置して、周辺住民や施設利用者に充分配慮する。
　⑷　除草作業
年２回実施し、現状植栽している樹木等を傷つけない様に注意して雑草を刈取る。
⑸　処分
上記作業にて発生した草木、枝葉の処分を受注者にて行う。
⑹　消耗品等
上記⑵及び⑶について必要な消耗品は受注者にて確保すること。また、それ以外の項目において必要な道具等についても、受注者にて確保すること。

５　作業計画
1 　作業予定表
植栽管理業務を円滑に実施するために、作業予定・計画表を前月２５日までに作成し、発注者に提出するものとする。
⑵　作業報告書
作業終了後、作業報告書を作成し発注者に提出し、作業の履行確認を受けるものとする。（概ね２週間以内を目途とする。）
⑶　年間工程表（案）
概ね下記のとおりの実施を想定しているが、植物の生育状況や酷暑等の天候による要因を鑑み、より効果的な実施時期がある場合は、発注者と協議のうえ作業を実施すること。
	工手
	回
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月

	剪定生垣低木
	1
	
	
	
	
	
	
	○
	
	
	
	
	

	剪定　中高木
	1
	
	
	
	
	
	
	○
	
	
	
	
	

	消毒
	1
	
	
	
	○
	
	
	
	
	
	
	
	

	施肥
	1
	
	
	
	
	
	
	○
	
	
	
	
	

	除草・芝刈
	2
	
	
	
	○
	
	
	○
	
	
	
	
	



６　服務規律
1 　植栽管理作業を実施する際は、常に清潔な服装を着用し、施設利用者の利便を妨げないように注意し、利用者に不快感を与えないように行うものとする。
⑵　借用した鍵類又はそれに類するものは厳重に管理し、業務遂行上必要な時間と場所に限って使用するものとする。
⑶　受注者が植栽管理作業に水道等の庁舎の設備を使用する場合は、経費の節減に努めることとする。
⑷　植栽管理業務の実施者及び当該業務に従事する従事者は名札を着用するものとする。

７　その他
委託料の支払いについては、上記５－⑵に記載の作業の履行が確認できた後に支払うこととする。（上記５－⑶に記載の予定どおりの場合、７月及び
１０月の作業が終了後の２回を想定。）
